
蒲 郡 市 手 話 言 語 条 例
がまごおりししゅわげんごじょうれい

 

 

言語
げんご

は、お互
たが

いの気
き

持
も

ちを理解
りかい

し合
あ

い、知識
ちしき

を 蓄
たくわ

え、文化
ぶんか

を創 造
そうぞう

する上
うえ

で

不可欠
ふかけつ

なものであり、人 類
じんるい

の発 展
はってん

に大
おお

きく寄
き

与
よ

してきた。手話
しゅわ

は、音 声
おんせい

言語
げんご

で

ある日本語
にほんご

とは異
こと

なり、手指
てゆび

や 体
からだ

の動
うご

き、 表 情
ひょうじょう

を使
つか

って視覚的
しかくてき

に 表 現
ひょうげん

する非音声
ひおんせい

言語
げんご

である。ろう者
しゃ

は、物 事
ものごと

を 考
かんが

え、意思
い し

疎通
そつう

を図
はか

り、お互
たが

いの

気
き

持
も

ちを理解
りかい

し合
あ

うため、また、知識
ちしき

を 蓄
たくわ

え、文化
ぶんか

を創 造
そうぞう

するため、手話
しゅわ

を大 切
たいせつ

に 育
はぐく

み、発 展
はってん

させてきた。  

しかしながら、これまで手話
しゅわ

が言語
げんご

として認
みと

められてこなかったことや、手話
しゅわ

を

使用
しよう

することができる 環 境
かんきょう

が 十 分
じゅうぶん

に 整
ととの

えられてこなかったことなどから、

ろう者
しゃ

は、必 要
ひつよう

な 情 報
じょうほう

を得
え

ること、また、ろう者
しゃ

以外
いがい

の者
もの

との意思
い し

疎通
そつう

を図
はか

ることも容易
ようい

ではなく、多
おお

くの困 難
こんなん

を抱
かか

えながら暮
く

らしてきた。 

こうした中
なか

で、国 際 的
こくさいてき

には平
へい

成
せい

１８年
ねん

に国 際
こくさい

連 合
れんごう

総 会
そうかい

で採 択
さいたく

された

障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関
かん

する 条 約
じょうやく

において、また、我
わ

が国
くに

でも平 成
へいせい

２３年
ねん

に

改 正
かいせい

された障 害 者 基 本 法
しょうがいしゃきほんほう

において、手話
しゅわ

が言語
げんご

として位
い

置
ち

付
づ

けられたものの、

手話
しゅわ

が言語
げんご

であるとの認 識
にんしき

が広
ひろ

く 共 有
きょうゆう

されているとは言
い

い難
がた

い 状 況
じょうきょう

にあ

る。そのため、市民
しみん

一人一人
ひとりひとり

が手話
しゅわ

に対
たい

する理解
りかい

を深
ふか

め、ろう者
しゃ

が手話
しゅわ

を通
つう

じて

必 要
ひつよう

な 情 報
じょうほう

を取 得
しゅとく

し、手話
しゅわ

により 十 分
じゅうぶん

な意思
い し

疎通
そつう

を図
はか

ることができる

環 境
かんきょう

を整備
せいび

する必 要
ひつよう

がある。 

蒲 郡 市
がまごおりし

は 、 明
めい

治
じ

３ １ 年
ねん

に 愛 知 県 立 豊 橋 聾 学 校
あいちけんりつとよはしろうがっこう

の 前 身
ぜんしん

で あ る

私立拾石訓唖
しりつひろいしくんあ

義 塾
ぎじゅく

が全 国
ぜんこく

で３番
ばん

目
め

のろう者
しゃ

のための学
まな

び舎
や

として創 立
そうりつ

され

た地
ち

である。先 人
せんじん

の 尊
とうと

い 志
こころざし

を引
ひ

き継
つ

ぎ、手話
しゅわ

が言語
げんご

であるとの認 識
にんしき

に基
もと



づき、ろう者
しゃ

が手話
しゅわ

を使用
しよう

しやすい 環 境
かんきょう

づくりを推 進
すいしん

することにより、市民
しみん

が

相互
そうご

に人 格
じんかく

と個性
こせい

を 尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら 共 生
きょうせい

することのできる地域
ちいき

社 会
しゃかい

を

実 現
じつげん

するため、この 条 例
じょうれい

を制 定
せいてい

する。 

（目 的
もくてき

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この 条 例
じょうれい

は、手話
しゅわ

が言語
げんご

であるとの認 識
にんしき

に基
もと

づき、基本
きほん

理念
りねん

を定
さだ

め、市
し

の責務
せきむ

並
なら

びに市民
しみん

及
およ

び事 業 者
じぎょうしゃ

の役 割
やくわり

を明
あき

らかにするとともに、市
し

が

推 進
すいしん

する施策
しさく

を定
さだ

めることにより、手話
しゅわ

に対
たい

する理解
りかい

の促 進
そくしん

及
およ

び手話
しゅわ

の

普 及
ふきゅう

を 図
はか

り、もって市民
しみん

が相互
そうご

に 人 格
じんかく

と個性
こせい

を 尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら 

共 生
きょうせい

することのできる地域
ちいき

社 会
しゃかい

を実 現
じつげん

することを目 的
もくてき

とする。 

（定義
ていぎ

） 

第
だい

２ 条
じょう

 この 条 例
じょうれい

において、次
つぎ

の各 号
かくごう

に掲
かか

げる用語
ようご

の意義
い ぎ

は、当 該
とうがい

各 号
かくごう

に定
さだ

めるところによる。 

 ⑴ ろう 者
しゃ

 聴 覚
ちょうかく

に 障 害
しょうがい

がある者
もの

のうち、手話
しゅわ

を言語
げんご

として 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を 営
いとな

む者
もの

をいう。 

 ⑵ 市民
しみん

 市内
しない

に 居 住
きょじゅう

し、通 勤
つうきん

し、又
また

は通 学
つうがく

する者
もの

をいう。 

 ⑶ 事 業 者
じぎょうしゃ

 市内
しない

において事 業
じぎょう

を 営
いとな

む個人
こじん

及
およ

び法 人
ほうじん

その他
た

の団 体
だんたい

をい

う。 

（基本
きほん

理念
りねん

） 

第
だい

３ 条
じょう

 手話
しゅわ

に対
たい

する 理解
りかい

の促 進
そくしん

及
およ

び手話
しゅわ

の普 及
ふきゅう

は、ろう者
しゃ

が手話
しゅわ

によ

り 十 分
じゅうぶん

な意思
い し

疎通
そつう

を図
はか

ることができ、市民
しみん

が相互
そうご

に人 格
じんかく

と個性
こせい

を 尊 重
そんちょう

し

合
あ

うことが 重 要
じゅうよう

であるとの認 識
にんしき

の下
もと

に 行
おこな

われなければならない。 

（市
し

の責務
せきむ

） 



第
だい

４ 条
じょう

 市
し

は、前 条
ぜんじょう

に定
さだ

める基本
きほん

理念
りねん

（以下
い か

「基本
きほん

理念
りねん

」という。）にのっと

り、手話
しゅわ

に対
たい

する理解
りかい

の促 進
そくしん

及
およ

び手話
しゅわ

の普 及
ふきゅう

に努
つと

め、ろう者
しゃ

が手話
しゅわ

を通
つう

じ

て必 要
ひつよう

な 情 報
じょうほう

を取 得
しゅとく

し、手話
しゅわ

により 十 分
じゅうぶん

な意思
い し

疎通
そつう

を図
はか

ることができ

る 環 境
かんきょう

を整備
せいび

するため、必 要
ひつよう

な施策
しさく

を推 進
すいしん

しなければならない。 

（市民
しみん

及
およ

び事 業 者
じぎょうしゃ

の役 割
やくわり

） 

第
だい

５ 条
じょう

 市民
しみん

は、基本
きほん

理念
りねん

に対
たい

する理解
りかい

を深
ふか

めるとともに、市
し

が推 進
すいしん

する施策
しさく

に 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

２ 事 業 者
じぎょうしゃ

は、事 業
じぎょう

活 動
かつどう

を 行
おこな

うに当
あ

たっては、基本
きほん

理念
りねん

にのっとり、ろう者
しゃ

が利用
りよう

しやすいサービスの 提 供
ていきょう

及
およ

びろう者
しゃ

が 働
はたら

きやすい 環 境
かんきょう

の整備
せいび

に

努
つと

めるとともに、市
し

が推 進
すいしん

する施策
しさく

に 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

（施策
しさく

の推 進
すいしん

） 

第
だい

６ 条
じょう

 市
し

は、基本
きほん

理念
りねん

に基
もと

づき、次
つぎ

に掲
かか

げる施策
しさく

を推 進
すいしん

するものとする。 

⑴ 手話
しゅわ

に対
たい

する理解
りかい

の促 進
そくしん

及
およ

び手話
しゅわ

の普 及
ふきゅう

に関
かん

する施策
しさく

 

⑵ 手話
しゅわ

による意思
い し

疎通
そつう

の支援
しえん

に関
かん

する施策
しさく

 

⑶ 手話
しゅわ

による 情 報
じょうほう

の発 信
はっしん

及
およ

び取 得
しゅとく

に関
かん

する施策
しさく

 

⑷ 手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

の確保
かくほ

及
およ

び養 成
ようせい

に関
かん

する施策
しさく

 

⑸ 前 各 号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、この 条 例
じょうれい

の目 的
もくてき

を達 成
たっせい

するために

市 長
しちょう

が必 要
ひつよう

と認
みと

める施策
しさく

 

２ 市
し

は、前 項
ぜんこう

に定
さだ

める施策
しさく

を推 進
すいしん

するために必 要
ひつよう

があるときは、ろう者
しゃ

そ

の他
た

関 係 者
かんけいしゃ

の意見
いけん

を聴
き

くよう努
つと

めるものとする。 

（雑 則
ざっそく

） 

第
だい

７ 条
じょう

 この 条 例
じょうれい

の施行
しこう

に関
かん

し必 要
ひつよう

な事項
じこう

は、市 長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。 



附
ふ

 則
そく

 

この 条 例
じょうれい

は、令和
れいわ

２年
ねん

１月
がつ

１日
にち

から施行
しこう

する。 


